
●翠嵐会報に広告を掲載しませんか

備考：
以下に該当する場合は、広告掲載をお断りする場合があります。

・広告要素がなく、単なる個人名の露出である場合。

・暴力団、風俗店、公序良俗に違反する企業・団体など、

　翠嵐会長が不相応と判断した場合。

ご質問は下記 FAX、またはホームページをご利用下さい。

FAX 番号：045-330-4543
ホームページ：https://suirankai.jp/

１/ ２　ページ広告枠　（178 ｍｍ× 128 ｍｍ）

１/ ４　ページ広告枠　（178 ｍｍ× 60 ｍｍ）

１/  10　ページ広告枠　（85 ｍｍ× 47 ｍｍ）

１/10 サイズ広告は個別のデザインではなく定型です。
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お気軽にご相談ください

横浜で創業 100 年…

お問い合わせ

原　稿　見　本

FAX


